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８８．０１ 
 

外国政府等との取決めについて 

 

 
１．近年、我が国が外国政府等と締結する経済連携協定（ＥＰＡ）等において、

ＴＲＩＰＳ協定に規定するぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の保護が規定さ

れるとともに、その保護の対象となる地理的表示が合意されている。 

 

２．本資料は、ＥＰＡによって提供された地理的表示の情報を掲載したもので

あり、商第３条第１項第３号、同第４条第１項第１６号及び第１７号の審査

において、参考資料として活用されるものである。 

 

 国名等 取決め 関係条文 

１ メキシコ合衆国 

経済上の連携の強化に関する日本

国とメキシコ合衆国との間の協定 

（2005年4月発効） 

 

 

 

3条1項3号 

4条1項16号 

4条1項17号 

 

 

 
 

２ チリ共和国 

戦略的な経済上の連携に関する日

本国とチリ共和国との間の協定 

（2007年9月発効） 

３ スイス連邦 

日本国とスイス連邦との間の自由

な貿易及び経済上の連携に関する

協定（2009年9月発効） 

４ ペルー共和国 

経済上の連携に関する日本国とペ

ルー共和国との間の協定 

（2012年3月発効） 

 

５ 

 

欧州連合（ＥＵ） 

経済上の連携に関する日本国と欧

州連合との間の協定 

（2019年2月発効） 

６ 英国 

包括的な経済上の連携に関する日

本国とグレートブリテン及び北ア

イルランド連合王国との間の協定 

（2021年1月発効） 

各経済連携協定の詳細は以下を参照。 

 

外務省ＨＰ「我が国の経済連携協定（EPA／FTA）等の取組」 

 （https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/index.html） 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_mexico/pdfs/kyoutei/03_ja.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_chile/pdfs/fuzokusho.pdf#page=451
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_swit/pdfs/fuzoku10.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_peru/pdfs/jpepa_x10_j.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000382086.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100111406.pdf#page=249
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/index.html
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（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第３条第１項第３号（商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供

の場所、質等の表示）」の審査基準 

○「第４条第１項第１６号（商品の品質又は役務の質の誤認）」の審査基準 

○「第４条第１項第１７号（ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示）」の審査基準  

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/25_4-1-16.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/26_4-1-17.pdf

